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１．契約事務について 

 

Q１：ステップアップ事業は、一部ハード事業も認められており、また、交付金限度額 

   が高額であるため、比較的高額な備品の購入や、工事等を実施する事業が考えら 

れますが、業者を選定する場合は、市役所のように金額に応じて入札等を実施す 

るべきでしょうか？ 

A１：事業実施に伴う契約事務については、市役所のように規則等に従って進めていく 

ことが良いと思われますが、必ずしも市役所と同様な方法を取らなければならな 

いということはなく、各まちづくり推進組織にお任せしております。 

しかし、交付金の原資は、市民の皆さんからの税金であるため、交付金の透明性 

については必ず確保していただきたいと思っております。 

そのため、業者を選定するに至るまでの選定委員会等の会議録について、実績報 

告時に提出していただくこととしております。 

 

２．交付金で取得した財産の取扱いについて 

 

Q２：交付金で整備した遊歩道や公園などの施設について、財産上の取扱い 

   はどのようになりますか？ 

A２：交付金事業で施設等を作ろうとする場合は、申請前に市などの関係機関と協議を 

行っていたき、条件等を確認していただきます。この段階で、管理責任について 

も協議し、明確にします。 

協議会に帰属するものについては、資産目録に記載していただき、以後の維持管 

理費等を負担していただく必要があります。 

また、備品の購入についても、管理規定・管理台帳を必ず整備していただき、以 

後の維持管理についても明確にしていただきたいと思います。 

 

３．同一地区からの申請について 

 

Q３：年度を連続して交付金事業申請することはできますか？ 

A３：平成２５年度までは、同一地区の２年連続しての交付金事業申請はできないこと 

   としておりましたが、平成２６年度より、目的・内容が異なる事業であれば申請

可能としました。 
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ただし、他地区と申請が重複した場合は、予算の範囲内で前年度に申請のなかっ 

た地区の申請を優先することとします。 

 

４．同一事業について 

 

Q４：一度実施した事業について、同一または関連する事業の申請はできますか？ 

A４：平成２５年度までは、同一（関連）事業についての申請は、１回限りの運用とし 

ておりましたが、平成２６年度より、前回事業実施から１年以上経過ののち申請 

可能としました。ただし、同一（関連）事業についての申請は最大３回までとし 

ます。 

なお、地域の活性化や課題解消のために効果の高いものとするため、事業実施後 

必ず事後検証を行い、また、単なる継続事業にならないよう、同一（関連）事業 

であっても十分な事業計画を立てていただきたいと考えております。 

 

Q５：同一（関連）事業の定義はどのようなものですか？ 

A５：同一（関連）事業の定義については、「前回実施事業の内容継続やこれに類するも 

のに当たるなど、関係が密接している事業」となります。 

稲津町の事業（平成２３年度：黒の田湿地木道設置事業）を例にとりますと、 

 木道の設置 → 周辺へのトイレや休憩施設等の設置・・・同一（関連）事業 

 木道の設置 → 登山道や城山の整備・・・同一（関連）事業ではない 

と判断します。 

 

５．申請期限について 

 

Q６：ステップアップ事業の申請期限は事業実施年度の１２月末日までとなっているの 

Q６：ですが、以降の受付に関する特例はありますか？ 

A６：ステップアップ事業の運営見直しを行った年度については、申請期限を「１月末 

Q６：日まで」とする特例を設けます。 

なお、それ以外の年度については、事業実施の前年度１２月末日までの申請期限 

Q６：とします。 

ただし、予算が限度額に達していない場合は、随時、申請を受付けます。 


